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第１章　総　　則

（目　　的）
第１条　　この規程は、契約書の作成、調印、管理等の基準及び手続きを含め、会社の権利義務関係並びに関係者の権限と責任を明確にするとともに、契約業務の標準化、円滑化を図ることを目的とする。

（適　　用）
第２条　　この規程は、文書により会社名を掲げて行うすべての契約（念書、覚書、協定書、差入証等を含む）について適用する。


第２章　契約書の作成

（起案・検討）
第３条①　契約書は、その契約の成立を担当する部門（以下、契約部門という）の長が、一件の契約の成立ごとに遅滞なく起案し、作成する。
　　　　　ただし、基本契約書による反復継続される個々の契約等、事務の簡素化、その他慣行上、契約書の作成を省略しても相手側との契約の履行及び管理に支障がないと契約部門の長が認めたときに限り、その作成を省略することができる。
2 契約部門の長が重要又は異例な契約と判断したものについては、事前に総務部長に法律上及び
　　　　形式上の検討を求める。
　　　③　契約の検討過程において、総務部長は当該契約の関係部門の長と必要に応じ、検討調整を行う。

（表　　現）
第４条　　契約書を作成するときは、その表現は正確を旨とし、契約の内容及び諸条件等を漏れなく記載
するとともに、法律上の概念を表現する場合は、できるだけ法律上の用語を使用し、解釈に疑義が生じないようにしなければならない。

（契約日付）
第５条　　契約書には必ずその締結年月日を記載し、必要あるときは確定日付を取り付け、又は公正証書
として、その契約の日付又は契約の内容等につき争いの余地を少なくしておかなければならない。


第３章　契約書の調印

（当　社　側）
第６条①　契約書の署名若しくは記名捺印は、工場長、部長、室長によることができる。
　　　　なお、相手側の要求又は手続上止むを得ない場合は、代表取締役名義による。
　　　②　前項の捺印手続については、社用印章取扱規程の定めるところによる。

（相　手　側）
第７条①　契約書の相手側の署名又は記名捺印者は、原則として代表取締役とする。ただし、相手側の名義人が契約の締結につき権限があると認められるときは、この限りでない。
　　　②　前項で必要のあるときは、商業登録簿の謄本又は抄本、委任状及び印鑑証明書の提出を求める等により、その権限の有無又は捺印の真正を確認しなければならない。

（訂　　正）
第８条　　契約書の字句を訂正する場合は、必ず捺印者が訂正の箇所に訂正の内容を記し、署名するか訂正印を捺印しなければならない。


第４章　契約書の交付、回収、届出及び保管

（交付、回収、届出）
第９条①　契約書の交付、回収及び届出に関する次の各号の業務は、契約部門の長が行う。
　　　　　1.　契約書を相手側に交付し、相手側の捺印を取付け迅速に回収すること。
　　　　　2.　相手側から回収した契約書につき、契約条件の追加変更の有無及び相手側の捺印者及び印鑑等を確認すること。
　　　②　契約部門の長は、契約書の効力発生に伴う諸官庁の届出及び許可を必要とする場合は、漏れな
くこの手続を行う。

（契約書の管理）
第10条①　契約書は、整然と整理・分類し保管する。
　　　 ②　契約書の一時的な持ち出しを必要とする場合は、保管部門の長の承認を得る。


第5章　契約の変更、解約等

（変更、契約等の措置）
第11条　　いったん成立した契約の内容を変更、解約又は解除するときは、次の各号の事項を明確に
した変更、解約契約書等を作成することとし、単に原契約書を訂正する方法によってはなら
ない。
　　　　　　1.　変更、解約等をする原契約の年月日、名称
　　　　　　2.　変更箇所の内容。
　　　　　　3.　変更、解約等の効果についての遡及効の有無
　　　　　　4.　変更、解約等による概履行部門の処理等。


第６章　契約の履行管理

（履行管理）
第12条①　契約に関する履行管理は、当該契約部門の長が行う。
　　　 ②　契約上の重大な紛争が発生した場合は、契約部門の長は、直ちに総務部長に報告、協議の上、
その解決に当たる。


第７章　雑　　則

（規程の管理）
第13条　　この規程の管理は、総務部長が行う。
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付　　則

①　この規程は、２０１５年　９月　１日から施行する。

－3－

